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区内中小事業者や個人事業主を対象とした、給付金及び休業に関する協力金についての情報を掲載しました。 

ここに掲載していない支援や、支援を申し込む前には、必ず最新の情報をご確認ください。 

 

 

 

事業継続を支え、事業全般に広く使える、再起の糧とするための給付金制度。 
 

支給対象者 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、 

事業収入が前年同月比５０％以上※減少した事業者 

※2020年１月から 12 月までのうち、2019 年の同月比で売上が半減した 

ひと月を選択します。 

         ・資本金１０億円以上の大企業を除きます。 

         ・医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども含まれます。 
 

給 付 額  下記の範囲内で前年の事業収入からの減少額 

法人 ２００万円 

個人事業主（フリーランス含む） １００万円 

※昨年創業した方等に合った対応も引き続き検討中 

（イメージ図） 

前 年  現 在 

総売上 

(事業収入) 

 

 

 上限額 

 まで 

 給付 

 

 

前年同月

比▲50％

月の売上

×12 か月 

 

申請・給付の時期  国の補正予算成立後、１週間程度で申請受付を開始。 

電子申請の場合、申請から２週間程度で給付することを想定しています。 

（申請者の銀行口座への振り込み） 
 

申 請 方 法  Web上での申請 

          または、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口 
 

必 要 書 類  住所、口座番号のほか 

【法人の場合】 

           ①法人番号 ②２０１９年の確定申告書類の控え ③減収月の事業収入額を示した帳簿など 

         【個人事業主の場合】 

           ①本人確認書類 ②２０１９年の確定申告書類の控え ③減収月の事業収入額を示した帳簿など 

 

その他、申請に必要な事項の詳細等については、４月最終週を目途に、国から確定・公表され

る予定ですので、最新の情報をご確認ください。 

 

【持続化給付金について】 

経済産業省ホームページ 
新型コロナウイルス感染症関連 

 

お問合せ先        ※４/１３から番号が変わりました。 

  中小企業庁 金融・給付金相談窓口 

📞０５７０－７８３１８３ 

      平日・休日 ９時～１７時 
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中小事業者や個人事業主を対象とした「給付金」・「協力金」について 

【国】 持続化給付金        新型コロナウイルス感染症緊急経済対策（第３弾）4/7 発表分 



 
 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都の緊急事態措置による要請や協力依頼に応じて、 

施設の使用停止に全面的にご協力いただける中小の事業者に対して協力金が支給されます。 
 

支給対象者  東京都における緊急事態措置等により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を 

運営する中小企業及び個人事業主 

         ※ 要請等対象施設は、下記のＱＲコードからご参照ください。 
 

支 給 額  ５０万円 （２店舗以上有する事業者は１００万円） 
 

募集要項公表  令和２年４月２２日（水） 
 

受付期間(予定) 令和２年４月２２日（水）～６月１５日（月） 
 

休業等期間  少なくとも、令和２年４月１６日から５月６日までの全日 
 

支 給 時 期  ５月上旬～ 
 

申 請 方 法  ①Web上での申請  ②郵送または持参も可能 
 

必要書類（予定）   

（１）協力金申請書 （法人にあっては「法人番号」を記入） 

（２）営業実態が確認できる書類 

     例）確定申告書の写し、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など 

（３）休業の状況が確認できる書類  

     例）事業収入額を示した帳簿の写し、 

休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など 

          （４）誓約書 

 

その他、申請に必要な事項の詳細等については、４月２２日に公表される予定の募集要項を 

ご確認ください。 

 
 

【要請等対象施設】 
 

東京都防災ホームページ 
東京都緊急事態措置 

に関する情報 

 

【協力金について】 
 

東京都産業労働局 
「感染拡大防止協力金」 

について 

 

お問合せ先     ※４/１５から名称が変わりました。 

  東京都緊急事態措置等・ 

感染拡大防止協力金相談センター 

📞０３－５３８８－０５６７ 

    土日祝日を含む毎日 ９時～１９時 

 

 

【東京都】 感染拡大防止協力金               緊急経済対策 4/15発表時点 

区融資あっせん、セーフティネット認定等のお申込みは、 

台東区中小企業振興センター 台東区小島２－９－１８  

最寄り駅：つくばＥＸ線、都営大江戸線 「新御徒町」 徒歩１分 

産業振興課 融資担当 📞５８２９－４１２８ 
※ 相談・申込が集中し、お電話がつながりにくい場合がございます。あらかじめご了承願います。 

少なくとも４月１６日から

休業や営業時間を短縮した

ことを証明できるよう、 

店頭ポスター等の周知を行

い、それを記録しておきま

しょう。 


